
 

 

 

バックフィットに係る基本的な考え方 

 

令和４年１１月３０日 

原子力規制委員会 

 

 原子力規制委員会のバックフィットに係る基本的な考え方は、以下のとおりである。 

 

1. 安全の追求に終わりはないとの認識の下、継続的な安全性向上を図ることは、東京電

力福島第一原子力発電所事故の最も大きな教訓の一つであり、そのためには、規制機

関と原子力事業者等が、リスクは決してゼロにはならないとの認識の下、残されたリ

スクを低減するため不断の努力を続けることが必要である。 

 

2. 継続的な安全性向上を実現するために、安全の確保に一義的責任を負う原子力事業者

等は、最新の知見を踏まえた上で、原子力施設（以下単に「施設」という。）の安全

性の向上に継続的に取り組む必要がある。 

また、原子力規制委員会としても、常に新たな知見を収集してその規制への反映の必

要性を検討し、必要と判断した場合には躊躇なく規制に反映することで、規制の継続

的な改善に取り組む。 

 

3. バックフィットは、新たな知見に対応する手段の一つであり、法令及び規制基準1の

改正等により新たな知見を規制に反映し、その新たな規制を既存の施設2にも適用す

ることをいう。その目的は、新たな知見を迅速かつ柔軟に規制に反映し、災害の防止

のために施設が最低限達成すべき安全上の水準を向上することで、規制の継続的な改

善を行い、もって継続的な安全性向上を実現することにある。 

 

4. 如何なる知見をバックフィットの対象とするかについて、原子力規制委員会は、既存

の規制における取扱い、施設の安全性への想定される影響、影響が生じる蓋然性及び

切迫度や、当該知見についてとり得る対策の内容等を踏まえ、当該知見の安全上の重

要性を考慮するとともに、当該知見に対する原子力事業者等の対応状況等も考慮する

など、当該知見に係る個別の性質等を勘案して、科学的・技術的な見地から判断を行

う。 

 

 

 
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）に基づき定め

られる原子力規制委員会規則及び告示のうち許認可等の基準として定められるもの並びに行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第

８号ロに規定する審査基準として定められる内規類をいう。 
2 原子炉等規制法に基づく事業許可、設置許可等を受け、工事が完了していない施設を含む。 



 

5. バックフィットの対象とする施設については、グレーデッドアプローチの観点や、新た

な知見による影響の態様、施設毎の特徴等を考慮して判断する。 

 

6. 継続的な安全性の向上を達成する上では、バックフィットにより適用される新たな規制

に対して、対象となった施設が、合理的期間内に適合することが必要であり、またそれ

で十分である。バックフィットの都度、新たな規制を即時適用することや、施設の使用

停止命令3等を発出すること、バックフィットに関係しない他の審査・検査等の対応を

停止することは、かえって新たな知見の規制への円滑な取り入れを阻害し、当該制度が

所期の目的を果たせず、継続的な安全性の向上を妨げることとなる。 

ただし、当然ながら、安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制を即時適用する

ことや、施設の使用停止命令等を発出すること等もあり得る。 

 

7. したがって、バックフィットに当たっては、原子力規制委員会は、一定の経過措置を設

けることを基本とし、保安のために必要な限度において、その専門技術的裁量の下、安

全上の緊急性、要求する対策の内容、原子力事業者等の対応状況及び対応に要する期間、

審査・検査等に要する期間等、個別の具体的事情を考慮した上で、経過措置の内容等に

ついて判断する。また、経過措置期間後に、新たな規制に適合していない施設について

は、使用の前提条件を満たさないものと判断する。 

 

8. バックフィットは、新たな知見に対応する唯一の手段というわけではない。例えば、

既存の規制によって包含され、災害の防止上の支障があるとはいえない知見について、

更なる安全性向上の観点から原子力事業者等に対策を求める場合には、原子力事業者

等の対応状況等も踏まえた上で、バックフィット以外の手段をとるとの判断もあり得

る。 

 

 

以 上 

 
3 施設の使用停止等の命令は、あくまでバックフィットを適用する方法の一つに過ぎず、規制への不適合に対する制裁として発出するもの

ではないため、施設が新たな規制に適合していないことをもって、直ちに当該命令を発出しなければならない性質のものではない。 


